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農林水産省等からのお知らせ  
━━━━━━━━━━━━━━ 
◆令和 7 年度補正予算案が閣議決定されました 

令和 7 年度農林水産関係補正予算を取りまとめましたので、公表します。 
 
詳しくはこちら（農林水産省ＨＰリンク） 
令和 7 年度農林水産関係補正予算の概要：農林水産省 
 

◆台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表（東日本大震災関連） 
平成 23 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、台湾は、日本産食品に対し

て輸入規制を行ってきました。令和 7 年 11 月 21 日（金曜日）、台湾当局は、日本産食品に対する輸
入規制を撤廃することを公表しました。規制の撤廃により、これまで一部の食品を台湾に輸入する際
に必要とされた放射性物質検査報告書及び産地証明書が不要となります。 
 
詳しくはこちら（農林水産省ＨＰリンク） 
台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表（東日本大震災関連）：農林水産省 

 
◆令和 7 年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち品目団体等輸出力強化緊急対策事業（締

切：12 月 11 日（木）） 
 

農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、オールジャパンでの業界共通課題の解決や販路拡
大等を支援するとともに、重要市場の商流の維持・拡大を支援していく必要があります。 このため、
本事業により、業界全体の輸出力を強化するとともに、日本産品の競争力強化を図ることで、日本産
農林水産物・食品の輸出拡大を目指します。 
 
詳しくはこちら（農林水産省ＨＰリンク） 

  令和 7 年度品目団体等輸出力強化緊急対策事業の公募について：農林水産省 
 
 
【再掲】 
  
 ◆農林水産物等の輸出におけるよくある相談 
  農林水産物・食品の輸出相談窓口に寄せられるよくある相談内容をご紹介します。 

輸出の際は、輸出先国の定める様々な規制（検疫、食品添加物、残留農薬、表示等）に従う必要が
あり、また、輸入国政府等による検査・証明書の添付を求められることがあります。このため、国内
で必要な手続きは、品目、輸出先、原料、原料の生産国等により異なります。 
最終的に当該製品が相手国の規制を満たし、輸出可能であるかは、輸入業者等を通じて輸出先国規

制当局に確認してください。 
 

https://www.maff.go.jp/j/budget/r7hosei.html
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kisei/251121.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/251128_080-1.html


  詳しくはこちら（農林水産省ＨＰリンク） 
農林水産物等の輸出におけるよくある相談：農林水産省 

 
━━━━━━━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブからのお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━ 
 ★GFP の登録数は令和７年 11 月 28 日現在 10,959 件（内北陸地域は 46 件） 
  令和７年 11 月 28 日現在で、GFP の登録数が 10,959 件（うち農林水産・食品事業者は 6,091 件）と
なりました。 

   北陸農政局管内（新潟県・富山県・石川県・福井県）の登録数は 436 件（うち農林水産・食品事業者 
は 305 件）となりました。 

GFP 会員登録すると、専門家による輸出診断、GFP コミュニティーサイトにおける事業者同士の直接
マッチング、各種情報提供などのサービスが受けられます。 
詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  
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 発行 北陸農政局農林水産物等輸出促進チーム 
        （北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課） 
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TEL：076-232-4233    
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★過去のサポートメール、メール配信の登録・変更・停止は、下記 URL によりお願いします。 

    http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export//mm.html 
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